
◉◉◉◉◉◉◉◉◉
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
（
抄
）
（

昭
五

四
条
約
六
）

市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
（
抄
）
（
昭
五
四
条
約

七
）

社
会
福
祉
法
（
昭
二
六
法
律
四
五
）

社
会
福
祉
法
施
行
令
（
抄
）
（
昭
三
三
政
令
一
八
五
）

社
会
福
祉
法
施
行
規
則
（
抄
）
（
昭
二
六
厚
令
二
八
）

児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
（
平
六
条
約
二
）

児
童
福
祉
法
（
昭
二
二
法
律
一
六
四
）

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
抄
）
（
昭
二
三
政
令
七
四
）

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
抄
）
（
昭
二
三
厚
令
一
一
）

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
抄
）
（
平
一
五
法
律
一
二
〇
）

少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
（
抄
）
（

平
一
五
法
律
一
三
三
）

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に

関
す
る
法
律
（
抄
）
（
平
三
法
律
七
六
）

A
規
約

B
規
約

社
福
法

社
福
法
施
行
令

社
福
法
施
行
規
則

子
ど
も
の
権
利
条
約

児
福
法

児
福
法
施
行
令

児
福
法
施
行
規
則

次
世
代
法

少
子
化
対
策
基
本
法

育
児
・
介
護
休
業
法

育
児
介
護
休
業
法

法
令
（

正
式
名
称
）

法
令
（
通
称
）

※
◉
は
法
律
・
政
令
・
省
令
・
告
示
等
国
内
法
令
を
表
し
て
い
ま
す
。

※
通
称
が
な
い
も
の
は
掲
載
し
て
い
ま
せ
ん
。

『
小
六
法
』
掲
載
法
令
の
通
称
一
覧

一
　
憲
法
・
世
界
人
権
宣
言
等

二
　
社
会
福
祉
一
般

三
　
児
童
福
祉
・
保
育
・
少
子
化
対
策
・
幼
児
教
育

１
　
児
童
福
祉
・
保
育
・
少
子
化
対
策
等



◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（

平
一
二
法
律
八
二
）

児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童

の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
（

平
一
一
法
律
五
二
）

子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（

抄
）
（

平
二
五
法
律
六

四
）

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
（
昭
三
九
法
律
一

三
四
）

教
育
基
本
法
（
平
一
八
法
律
一
二
〇
）

学
校
教
育
法
（
抄
）
（
昭
二
二
法
律
二
六
）

学
校
教
育
法
施
行
令
（
抄
）
（
昭
二
八
政
令
三
四
〇
）

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
抄
）
（
昭
二
二
文
令
一
一
）

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、

保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
抄
）
（
平
一
八
法
律
七
七
）

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、

保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）
（
平
二
六
内
閣
・
文
科
・
厚
労
令
二
）

教
育
職
員
免
許
法
（
抄
）
（
昭
二
四
法
律
一
四
七
）

女
子
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
の
撤
廃
に
関
す
る
条
約
（

抄
）

（
昭
六
〇
年
批
准
）

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（

昭
三
九
法
律
一
二
九
）

売
春
防
止
法
（
抄
）
（
昭
三
一
法
律
一
一
八
）

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律

（
抄
）
（
平
一
三
法
律
三
一
）

障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
（
抄
）
（
平
二
六
年
批
准
）

児
童
虐
待
防
止
法

児
童
ポ
ル
ノ
禁
止
法

児
童
買
春
禁
止
法

子
ど
も
の
貧
困
対
策
法

特
別
児
童
扶
養
手
当
法

教
基
法

学
教
法

学
教
法
施
行
令

学
教
法
施
行
規
則

認
定
こ
ど
も
園
法

認
定
こ
ど
も
園
法
施
行
規
則

教
育
免
許
法

女
子
差
別
撤
廃
条
約

母
子
父
子
寡
婦
法

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
法

売
防
法

Ｄ
Ｖ
防
止
法

障
害
者
権
利
条
約

四
　
母
子
及
び
寡
婦
・
女
性
福
祉

五
　
障
害
者
福
祉

２
　
幼
児
教
育
等



◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
（

平
二

五
法
律
六
五
）

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
二
四
法
律
二
八
三
）

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
抄
）
（

昭
二
五
政
令
七
八
）

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
抄
）
（
昭
二
五
厚
令
一
五
）

身
体
障
害
者
補
助
犬
法
（
抄
）
（
平
一
四
法
律
四
九
）

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
三
五
法
律
三
七
）

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
（
昭
二
五
法
律

一
二
三
）

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）
（

昭
二

五
政
令
一
五
五
）

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察

等
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
（
平
一
五
法
律
一
一
〇
）

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

（
平
一
七
法
律
一
二
三
）

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

施
行
令
（
抄
）
（
平
一
八
政
令
一
〇
）

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

施
行
規
則
（
抄
）
（
平
一
八
厚
労
令
一
九
）

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
抄
）
（
平
一
八
厚
労
令
一
七
四
）

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

に
基
づ
く
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（

抄
）

（
平
一
八
厚
労
令
一
七
七
）

障
害
者
差
別
解
消
法

身
障
者
福
祉
法

身
福
法

身
福
法
施
行
令

身
障
者
福
祉
法
施
行
令

身
福
法
施
行
規
則

身
障
者
福
祉
法
施
行
規
則

身
障
者
補
助
犬
法

知
福
法

精
神
保
健
福
祉
法

精
神
保
健
福
祉
法
施
行
令

心
神
喪
失
者
等
医
療
観
察
法

障
害
者
総
合
支
援
法

障
害
者
総
合
支
援
法
施
行
令

障
害
者
総
合
支
援
法
施
行
規
則

障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
く
障
害
者
支
援
施
設

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準



◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

に
基
づ
く
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
抄
）
（
平
一
八
厚
労
令
一
七
五
）

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
抄
）
（
平
二
四
厚
労
令
二
七
）

障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法

律
（

抄
）
（
平
二
三
法
律
七
九
）

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
（
昭
三
五
法
律
一
二

三
）

福
祉
用
具
の
研
究
開
発
及
び
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
（

平
五

法
律
三
八
）

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
（
昭
五
七
法
律
八
〇
）

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
（
昭
四
六
法
律
六

八
）

高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法

律
（

抄
）
（
平
一
七
法
律
一
二
四
）

ホ
ー

ム
レ
ス
の
自
立
の
支
援
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
抄
）
（

平
一
四

法
律
一
〇
五
）

任
意
後
見
契
約
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
（
平
一
一
法
律
一
五
〇
）

後
見
登
記
等
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
（

平
一
一
法
律
一
五
二
）

障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
く
地
域
活
動
支
援
セ

ン
タ
ー
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支

援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

障
害
者
虐
待
防
止
法

障
害
者
雇
用
促
進
法

福
祉
用
具
法

高
齢
者
医
療
確
保
法

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法

高
齢
者
虐
待
防
止
法

ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
法

ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
特
別
措
置
法

成
年
後
見
制
度
等
関
連
四
法

任
意
後
見
契
約
法

後
見
登
記
法

成
年
後
見
制
度
等
関
連
四
法

六
　
高
齢
者
福
祉
・
介
護
保
険
・
高
齢
者
医
療
・
高
齢
化
対
策
等

七
　
生
活
保
護
等

八
　
関
係
法
令
等



◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉
地
方
自
治
法
（
抄
）
（
昭
二
二
法
律
六
七
）

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
抄
）
（

平
一
〇
法
律
七
）

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
（
抄
）
（
昭
四
七
法
律
一
一
三
）

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
（
抄
）
（
平
二
四
厚
労
令
一
五
）

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
（
抄
）
（
平
二
四
厚
労
令
一
六
）

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
（
抄
）
（
平
二
四
厚
労
令
二
九
）

国
等
に
よ
る
障
害
者
就
労
施
設
等
か
ら
の
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関

す
る
法
律
（
平
二
四
法
律
五
〇
）

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（

抄
）

（
平
一
八
法
律
九
一
）

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）
（
昭
三
五
政
令

二
九
二
）

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

に
基
づ
く
福
祉
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
抄
）
（

平
一

八
厚
労
令
一
七
六
）

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
抄
）
（
平
二
四
厚
労
令
二
八
）

地
自
法

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

男
女
雇
用
機
会
均
等
法

児
福
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

児
福
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

児
福
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
事
業

の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

障
害
者
優
先
調
達
推
進
法

バ
リ
ア
フ
リ
ー
法

障
害
者
雇
用
促
進
法
施
行
令

障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
く
福
祉
ホ
ー
ム
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支

援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

一
　
児
童
福
祉

二
　
障
害
者
福
祉

サ
ポ
ー
ト
ペ
ー
ジ



◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（

抄
）
（

平
一
三
法
律
二

六
）

健
康
保
険
法
（
抄
）
（
大
一
一
法
律
七
〇
）

国
民
健
康
保
険
法
（
抄
）
（
昭
三
三
法
律
一
九
二
）

厚
生
年
金
保
険
法
（
抄
）
（
昭
二
九
法
律
一
一
五
）

労
働
基
準
法
（
抄
）
（
昭
二
二
法
律
四
九
）

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（

抄
）
（
平
一
五
法
律
五
七
）

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
抄
）
（

昭
二
三
法
律
二
〇
三
）

災
害
対
策
基
本
法
（
抄
）
（
昭
三
六
法
律
二
二
三
）

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
抄
）
（

昭
三
七
政
令
二
八
八
）

災
害
対
策
基
本
法
施
行
規
則
（
抄
）
（

昭
三
七
総
令
五
二
）

高
齢
者
居
住
安
定
法

高
齢
者
居
住
法

高
齢
者
住
ま
い
法

健
保
法

国
保
法

国
健
保
法

厚
生
年
金
法

労
基
法

個
人
情
報
保
護
法

保
助
看
法

災
対
法

災
対
法
施
行
令

災
対
法
施
行
規
則

出
典
「

e
ー
G
o
v
法
令
検
索
　
略
称
法
令
名
一
覧
」
よ
り
作
成

三
　
高
齢
者
福
祉

四
　
年
金
・
保
険
等

五
　
関
係
法
令
等


